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秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
）

（
時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
）

第
二
十
六
条
の
二

職
員
の
時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
は
、
電
子
情
報
処
理

第
二
十
六
条
の
二

職
員
の
時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
は
、
時
間
外
勤
務
・

組
織
（
職
員
の
服
務
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の
も
の
に
限

休
日
勤
務
命
令
（
実
績
）
簿
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
つ
て

る
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
教
育
長
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
所
要
の
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
以
下
「
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と
い
う
。
）
又
は
時
間
外
勤
務
・
休
日
勤
務
命

令
（
実
績
）
簿
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
り
、
校
長
が
命
ず
る
。

、
校
長
が
命
ず
る
。

（
出
勤
簿
）

（
出
勤
簿
）

第
二
十
九
条

職
員
は
、
出
勤
後
、
直
ち
に
出
勤
簿
（
様
式
第
十
二
号
）
に
、

第
二
十
九
条

職
員
は
、
出
勤
後
、
直
ち
に
出
勤
簿
（
様
式
第
十
二
号
）
に
、

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

服
務
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
職
員
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
休
暇
の
手
続
）

（
休
暇
の
手
続
）

第
三
十
条

職
員
は
、
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日

第
三
十
条

職
員
は
、
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日

及
び
休
暇
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
（
出
産
休
暇
、
保
育
休
暇
及

及
び
休
暇
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
（
出
産
休
暇
、
保
育
休
暇
及

び
生
理
休
暇
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
産
休
暇
等
」
と
い
う
。
）
を
除

び
生
理
休
暇
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
産
休
暇
等
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
又
は
年
次
・
特
別

か
じ
め
年
次
・
特
別
休
暇
請
求
書
を
校
長
に
提
出
し
て
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休
暇
請
求
書
を
提
出
し
て
校
長
に
請
求
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

職
員
は
、
年
次
休
暇
又
は
出
産
休
暇
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

２

職
員
は
、
年
次
休
暇
又
は
出
産
休
暇
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
又
は
年
次
・
特

ら
か
じ
め
年
次
・
特
別
休
暇
請
求
書
に
よ
り

別
休
暇
請
求
書
を
提
出
し
て
、
校
長
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

校
長
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な

し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
と
き
は
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

略

３

略

４

職
員
が
病
気
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
電
子
情
報

４

職
員
が
病
気
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
病
気
休
暇

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
又
は
病
気
休
暇
請
求
書
を
提
出
し
て

請
求
書
を
校
長
に
提
出
し
て

校
長
に
請
求
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
８

略

５
～
８

略

（
職
務
免
除
の
手
続
）

（
職
務
免
除
の
手
続
）

第
三
十
一
条

職
員
は
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭

第
三
十
一
条

職
員
は
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
職
務
に
専
念

和
二
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
職
務
に
専
念

す
る
義
務
の
免
除
（
以
下
「
職
務
免
除
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

す
る
義
務
の
免
除
（
以
下
「
職
務
免
除
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
又

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
務
免
除
承
認
申
請
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を
校
長

は
職
務
免
除
承
認
申
請
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を
提
出
し
て
校
長
に
申
請

に
提
出
し

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
校
長
の
五
日
以
上

、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
校
長
の
五
日
以
上

に
わ
た
る
職
務
免
除
は
、
教
育
長
が
承
認
す
る
。

に
わ
た
る
職
務
免
除
は
、
教
育
長
が
承
認
す
る
。

２

略

２

略

（
欠
勤
の
手
続
）

（
欠
勤
の
手
続
）

第
三
十
二
条

職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、

第
三
十
二
条

職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、

勤
務
し
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

勤
務
し
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
欠
勤
届
（
様
式
第
十
六
号
）
に
よ
り
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に
よ
り
、
又
は
欠
勤
届
（
様
式
第
十
六
号
）
を
提
出
し
て
、
校
長
に
あ
つ
て

校
長
に
あ
つ
て

は
教
育
長
に
、
校
長
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

は
教
育
長
に
、
校
長
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
出
勤
後
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
出
勤
後
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
七

略

一
～
七

略

（
職
員
の
旅
行
）

（
職
員
の
旅
行
）

第
三
十
五
条

略

第
三
十
五
条

略

２

出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
は
、
用
務
を
終
え
て
帰
校
し
た
と
き
は
、
速
や

２

出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
は
、
用
務
を
終
え
て
帰
校
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
復
命
管
理
簿

に
必
要
事
項
を
記
録
し
、
又

か
に
、
復
命
管
理
簿
（
様
式
第
十
八
号
の
二
）
に
必
要
事
項
を
記
入

は
記
載
す
る
と
と
も
に
、
復
命
書
に
よ
り
校
長
に
復
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

す
る
と
と
も
に
、
復
命
書
に
よ
り
校
長
に
復
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
軽
易
な
用
務
に
つ
い
て
は
、
復
命
管
理
簿
を
も
つ
て
復
命
書

い
。
た
だ
し
、
軽
易
な
用
務
に
つ
い
て
は
、
復
命
管
理
簿
を
も
つ
て
復
命
書

と
す
る
。

と
す
る
。

（

）

（

）

様
式
第
４
号

教
育
課
程
実
施
報
告
書

第
４
条
関
係

様
式
第
４
号

教
育
課
程
実
施
報
告
書

第
４
条
関
係

略
略

別
紙

別
紙

年
度
教
育
課
程
実
施
報
告
書

年
度
教
育
課
程
実
施
報
告
書

数 単

数 時 高 最

数 時 低 最

数 単

数 時 高 最

数 時 低 最

数 単

数 時 高 最

数 時 低 最

数 単

数 時 高 最

数 時 低 最

位
位

位
位

略 略 科 教 学
校
名

第
１
学
年

課
程
名

第
２
学
年

第
３
学
年

学
科
名

第
４
学
年

総
合
的
な
探
究
の
時
間

科
　
　
　
　
目

数 単

数 時 高 最

数 時 低 最

数 単

数 時 高 最

数 時 低 最

数 単

数 時 高 最

数 時 低 最

数 単

数 時 高 最

数 時 低 最

位
位

位
位

略 略 科 教 学
校
名

第
１
学
年

課
程
名

第
２
学
年

第
３
学
年

学
科
名

第
４
学
年

（
総
合
的
な
探
究
の
時
間
）

総
合
的
な
学
習
の
時
間

科
　
　
　
　
目
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（

）

様
式
第
１
８
号
の
２

復
命
管
理
簿

第
３
５
条
関
係

（

）

（

）

様
式
第
２
５
号

身
分
証
明
書

第
４
３
条
関
係

様
式
第
２
５
号

身
分
証
明
書

第
４
３
条
関
係

（

）

（

）

表
表

裏
略

裏
略

（

）

（

）

附

則
出
張
者
の
職
氏
名

・
　
・
か
ら

・
　
・
か
ら

出
張
年
月
日
用
　
　
　
　
務

遂
　
行
　
状
　
況

学
校
名

復
命
書

簡
　
易

復
命
方
式

校
長
等
の
確
認

略

復
　
　
命
　
　
管
　
　
理
　
　
簿

真 写 No.

ル ト

―

メ チ ン セ
五 ・ 二 横

ル ト

―

メ チ ン セ
〇 ・ 三 縦

５・５センチメ｜トル

秋
田
県
立
高
等
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
立
　
　
高
等
学
校
長
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
　
上
記
の
者
は
、
秋
田
県
立
　
　
高
等
学
校
の
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名

９
．
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

身
　
　
分
　
　
証
　
　
明
　
　
書

真 写 No.

ル ト

―

メ チ ン セ
五 ・ 二 横

ル ト

―

メ チ ン セ
〇 ・ 三 縦

６センチメ｜トル

秋
田
県
立
高
等
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
立
　
　
高
等
学
校
長
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
　
上
記
の
者
は
、
秋
田
県
立
　
　
高
等
学
校
の
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名

９
　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

身
　
　
分
　
　
証
　
　
明
　
　
書
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。


